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名古屋刑務所職員による暴行・不適正処遇事案に係る 

第三者委員会の開催について 

 

 

１ 趣旨 

  名古屋刑務所職員による暴行・不適正処遇事案について、背景事情を含め

た全体像を把握し、その原因を分析するとともに、適切な再発防止策を講ず

るため、外部の有識者を構成員とする第三者委員会を開催する。 

 

 

２ 検討課題の概要 

（１）事案の全体像の把握及び原因分析 

（２）刑務官の教育・研修の在り方 

（３）組織の監督体制の在り方 

（４）処遇困難者に対する処遇の在り方 

（５）各種受刑者救済制度の運営の在り方 

（６）受刑者の改善更生に向けた組織全体の在り方  等 

 

 

３ 構成員 

  別紙のとおり 

 

 

４ 事務局 

第三者委員会の事務を処理するため、矯正局内に事務局を置く。 
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別紙 
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